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公布された条例のあらまし

◇鳥取県立人権ひろば21の設置及び管理に関する条例等の一部改正について

１ 条例の改正理由

指定管理者に管理を行わせることができる公の施設について、指定管理者における人材の確保及び管理運営

の効率化を図るため、管理の期間を延長する。

２ 条例の概要

(１) 次の公の施設について、指定管理者の管理の期間を５年間（現行 ３年間）とする。

ア 鳥取県立人権ひろば21

イ 鳥取県立県民文化会館

ウ 鳥取県立童謡館

エ 鳥取県立倉吉未来中心

オ 鳥取県立米子コンベンションセンター

カ 鳥取県立夢みなとタワー

キ 鳥取県立鹿野かちみ園

ク 鳥取県立鹿野第二かちみ園

ケ 鳥取県立皆生尚寿苑

コ 鳥取県立福祉人材研修センター

サ 鳥取県立障害者体育センター

シ 鳥取県立鳥取砂丘こどもの国

ス 鳥取県立布勢総合運動公園

セ 鳥取県立東郷湖羽合臨海公園（燕趙園以外）

ソ 鳥取県立東郷湖羽合臨海公園（燕趙園）

タ 鳥取県立氷ノ山自然ふれあい館

チ 鳥取県立農村総合研修所

ツ 鳥取県立とっとり出合いの森

テ 鳥取県立みなとさかい交流館

ト 鳥取県立生涯学習センター

ナ 鳥取県立武道館

ニ 鳥取県営鳥取屋内プール

ヌ 鳥取県営米子屋内プール

ネ 鳥取県営ライフル射撃場

ノ 鳥取県立倉吉体育文化会館

ハ 鳥取県立鳥取産業体育館

ヒ 鳥取県立米子産業体育館

(２) その他所要の規定の整備を行う。

(３) 施行期日等

ア 施行期日は、公布日とする。

イ 所要の経過措置を講ずる。

◇貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

地域における医師不足の状況にかんがみ、国の緊急医師確保対策に基づく医師養成数の増加に伴う鳥取大学

医学部の定員の特別入学枠（以下「特別枠」という。）について、当該特別枠に入学する学生に対し、貸し付

ける緊急医師確保対策奨学金（以下「奨学金」という。）の新設に伴い、当該奨学金の返還に係る債務の免除
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について規定する。

２ 条例の概要

(１) 次のとおり、奨学金の返還に係る債務の免除の条件及び範囲を定める。

免 除 の 条 件 免除の範囲

ア 鳥取大学を卒業した日から起算して２年以内に医師国家試験に合格し、当該試験に 債務の全部

合格した年度の翌年度に医師として県職員に採用され、当該採用された日から起算し

て奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間（医師として県職員に採用され

た日の属する年度の初日から当該された日の前日までの期間に相当する期間を控除し

た期間とする。）を県職員として、勤務命令病院等において医師の業務（医師として

県職員に採用された日から臨床研修を修了する日までの間にあっては、当該研修）に

従事したとき。

イ アの業務に従事する期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精

神若しくは身体に著しい障害を受けたためその業務に従事することができなくなった

とき。

ウ イに該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたた 債務の全部又

め医師の業務に従事することができなくなったとき。 は一部

(２) その他所要の規定の整備を行う。

(３) 施行期日は、平成21年４月１日とする。ただし、(２)は、公布日から施行する。

※緊急医師確保対策奨学金の概要

①対 象 鳥取大学において医学を専攻する者で、将来県内の病院等において医師の業務に従事しよう

とするもの（緊急医師確保対策に基づき設置される特別の入学枠の入学者に限る。）

②貸 与 額 月額15万円

③貸与人数 ５名

◇鳥取県手数料徴収条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

受益の負担と公平の確保を図るため、一般用医薬品の登録販売者試験の実施、販売従事者の登録等に係る事

務の手数料を新たに徴収するとともに、介護サービス情報の調査に係る手数料の額を見直す。

２ 条例の概要

(１) 次のとおり新たに手数料を徴収する。

事務の区分 手数料の額

一般用医薬品の販売又は授与に必要な資質を有する者の確認のための １件につき14,000円

試験（以下「登録販売者試験」という。）の実施

医薬品の販売又は授与に従事する者の登録（以下「販売従事登録」と １件につき7,100円

いう。）

登録販売者試験に合格したこと等を証する書類の交付（登録販売者試 １件につき650円

験の合格通知と併せて行う当該書類の交付を除く。）

販売従事登録を受けた者に交付する登録証（以下「販売従事登録証」 １件につき2,000円

という。）の書換え交付

販売従事登録証の再交付 １件につき2,900円

(２) 介護サービス情報の調査に係る手数料を次のとおり介護サービスの種類別（現行 一律45,000円）に徴

収する。

介護サービスの種類 手数料の額

ア 居宅サービス（特定施設入居者生活介護に限る。）及び施設サー １件につき41,900円
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ビス

イ アに掲げるサービス以外のサービス １件につき35,600円

(３) その他所要の規定の整備を行う。

(４) 施行期日は、公布日とする(３)を除き、平成20年４月１日とする。

◇鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

ツキノワグマ保護管理計画の策定に伴い、鳥獣の捕獲等の許可等（クマによる被害の防止を目的とするもの

に限る。以下同じ。）の事務の移譲先である市町村を見直す等所要の改正を行う。

２ 条例の概要

(１) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律等に基づく鳥獣の捕獲等の許可等の事務の移譲先である市町

村を次のとおり改める。

現行 改正後

鳥取市、倉吉市、八頭郡の町並びに東伯郡琴浦町及 鳥取市、岩美郡岩美町、八頭郡の町、東伯郡三朝

び北栄町 町及び日野郡日南町

(２) その他所要の規定の整備を行う。

(３) 施行期日等

ア 施行期日は、平成20年４月１日とする。

イ 所要の経過措置を講ずる。

◇鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例等の一部改正について

１ 条例の改正理由

心身障害者扶養共済制度について、社会情勢の変化、加入者の減少、受給権者の寿命伸長等の要因により、

当該制度を安定して継続することが困難となったことから当該制度の保険約款における掛金が改正されたこと

等に伴い、所要の改正を行う。

２ 条例の概要

(１) 鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例の一部改正

ア 鳥取県心身障害者扶養共済制度（以下「共済制度」という。）に係る掛金の額について次の表のとおり

改正する。

改正後

加入時における年齢区分 現行 改正後の新規加入者 改正前の既加入者に

に係る掛金月額 係る掛金月額

35歳未満 3,500円 9,300円 5,600円

35歳以上40歳未満 4,500円 11,400円 6,900円

40歳以上45歳未満 6,000円 14,300円 8,700円

45歳以上50歳未満 7,400円 17,300円 10,600円

50歳以上55歳未満 8,900円 18,800円 11,600円

55歳以上60歳未満 10,800円 20,700円 12,800円

60歳以上65歳未満 13,300円 23,300円 14,500円

なお、昭和61年３月31日以前に共済制度に加入している者であって、当該加入時における年齢が45歳未

満のもの（共済制度発足後１年以内に45歳以上で加入した者を含む。）については、次の表のとおりとす

る。

昭和61年４月１日現在におけ 現行 改正後

る年齢区分

35歳未満 3,500円 5,600円
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35歳以上40歳未満 4,500円 6,900円

40歳以上45歳未満 6,000円 8,700円

45歳以上 7,400円 10,600円

イ 弔慰金の額を次の表のとおり改正する。

加入期間 現行 改正後

改正後の新規加入者 改正前の既加入者

１年以上５年未満 ２万円 ５万円 ３万円

５年以上20年未満 ５万円 12万5,000円 ７万5,000円

20年以上 10万円 25万円 15万円

ウ 脱退一時金の額を次の表のとおり改正する。

加入期間 現行 改正後

改正後の新規加入者 改正前の既加入者

５年以上10年未満 ３万円 ７万5,000円 ４万5,000円

10年以上20年未満 ５万円 12万5,000円 ７万5,000円

20年以上 10万円 25万円 15万円

エ その他所要の規定の整備を行う。

(２) 鳥取県住民基本台帳法施行条例の一部改正

年金受給権者の死亡の届出又は年金受給権者の現況報告（以下「届出等」という。）の際の住民票の写し

の添付を不要とするため、本人確認情報を利用することができる事務に、届出等の事務を加える。

(３) 施行期日は、平成20年４月１日とする。

◇鳥取県特別医療費助成条例の一部を改正する条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

65歳以上75歳未満の障害者について、後期高齢者医療制度の被保険者に移行した場合に生ずる保険料の負担

等の状況にかんがみ、加入している医療保険制度にかかわらず特別医療費助成制度の助成対象とするよう所要

の改正を行う。

２ 条例の概要

(１) 65歳以上75歳未満の障害者について、後期高齢者医療制度の被保険者の認定を受けるための手続を行う

ことを助成対象の要件としないこととする。

(２) 施行期日は、公布の日とする。

◇鳥取県国民健康保険財政調整交付金条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

(１) 県は、県内の市町村間の財政状況の不均衡を是正し、安定的な運営を図るため、鳥取県国民健康保険財

政調整交付金条例（以下「条例」という。）に基づき、市町村に対して調整交付金を交付している。

(２) 国の医療制度改革により、国民健康保険法等の一部が次のとおり改正された。

ア 老人保険制度及び退職者医療制度が廃止され、後期高齢者医療制度が創設された。

イ 介護療養型医療施設が平成23年度までに廃止されるなど、療養病床の再編成が行われる。

(３) (２)に伴い、条例で定める調整交付金の算定根拠となる保険給付費等を変更する等所要の改正を行う。

２ 条例の概要

(１) 調整交付金について、その算定根拠となる保険給付費等に次のものを加える。

ア 高額介護合算療養費

イ 前期高齢者納付金

ウ 後期高齢者支援金

エ 病床転換支援金
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(２) 調整交付金の算定根拠となる保険給付費等について、次のとおり経過措置を講ずる。

ア 平成18年10月１日前に行われた診療に係る特定療養費を支給した市町村については、特定療養費を加え

る。

イ 退職被保険者及びその扶養者（以下「退職被保険者等」という。）が所属する市町村については、一般

被保険者（退職被保険者等以外の保険者をいう。）に係る保険給付費等とする。

(３) その他所要の規定の整備を行う。

(４) 施行期日は、平成20年４月１日とする。

※ 高額介護合算療養費：療養の給付費等に被保険者が負担する各医療保険制度の療養の給付に係る一部負担

金の額及び介護保険の利用者に係る一部負担金の額の合計額が著しく高額であるとき

に支給されるもの。

※ 前期高齢者納付金：退職医療制度の廃止に伴い創設される前期高齢者交付金（各保険者の加入者数に占め

る前期高齢者（65歳から74歳までの者）の偏在による財政状況の不均衡を調整するた

めに支給される交付金）の財源として各保険者が納付するもの。

※ 後期高齢者支援金：各保険者が加入者数に応じて後期高齢者医療制度へ納付するもの。

※ 病床転換支援金：病院等の開設者が行う病床の転換に要する費用を助成するため保険者が負担するもの。
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条 例

鳥取県立人権ひろば21の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

平成20年３月28日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第８号

鳥取県立人権ひろば21の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例

（鳥取県立人権ひろば21の設置及び管理に関する条例の一部改正）

第１条 鳥取県立人権ひろば21の設置及び管理に関する条例（平成13年鳥取県条例第47号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（指定管理者の管理の期間） （指定管理者の管理の期間）

第５条 指定管理者が第３条に規定する業務を行う期 第５条 指定管理者が第３条に規定する業務を行う期

間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属す 間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属す

る年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が る年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が

４月１日である場合は、当該日）から５年間とす ４月１日である場合は、当該日）から３年間とす

る。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。 る。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

（鳥取県立県民文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正）

第２条 鳥取県立県民文化会館の設置及び管理に関する条例（平成５年鳥取県条例第２号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（指定管理者の管理の期間） （指定管理者の管理の期間）

第５条 指定管理者が第３条に規定する業務を行う期 第５条 指定管理者が第３条に規定する業務を行う期

間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属す 間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属す

る年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が る年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が

４月１日である場合は、当該日）から５年間とす ４月１日である場合は、当該日）から３年間とす

る。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。 る。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

（鳥取県立童謡館の設置及び管理に関する条例の一部改正）

第３条 鳥取県立童謡館の設置及び管理に関する条例（平成７年鳥取県条例第２号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
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改 正 後 改 正 前

（指定管理者の管理の期間） （指定管理者の管理の期間）

第５条 指定管理者が第３条に規定する業務を行う期 第５条 指定管理者が第３条に規定する業務を行う期

間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属す 間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属す

る年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が る年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が

４月１日である場合は、当該日）から５年間とす ４月１日である場合は、当該日）から３年間とす

る。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。 る。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

（鳥取県立倉吉未来中心の設置等に関する条例の一部改正）

第４条 鳥取県立倉吉未来中心の設置等に関する条例（平成12年鳥取県条例第５号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（指定管理者の管理の期間） （指定管理者の管理の期間）

第５条 指定管理者が第３条に規定する業務を行う期 第５条 指定管理者が第３条に規定する業務を行う期

間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属す 間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属す

る年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が る年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が

４月１日である場合は、当該日）から５年間とす ４月１日である場合は、当該日）から３年間とす

る。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。 る。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

（鳥取県立米子コンベンションセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正）

第５条 鳥取県立米子コンベンションセンターの設置及び管理に関する条例（平成９年鳥取県条例第16号）の一

部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（指定管理者の管理の期間） （指定管理者の管理の期間）

第５条 指定管理者が第３条に規定する業務を行う期 第５条 指定管理者が第３条に規定する業務を行う期

間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属す 間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属す

る年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が る年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が

４月１日である場合は、当該日）から５年間とす ４月１日である場合は、当該日）から３年間とす

る。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。 る。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

（鳥取県立夢みなとタワーの設置及び管理に関する条例の一部改正）

第６条 鳥取県立夢みなとタワーの設置及び管理に関する条例（平成９年鳥取県条例第25号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。
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改 正 後 改 正 前

（指定管理者の管理の期間） （指定管理者の管理の期間）

第４条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間 第４条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間

は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する

年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が４ 年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が４

月１日である場合は、当該日）から５年間とする。 月１日である場合は、当該日）から３年間とする。

ただし、再指定による期間の更新を妨げない。 ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

（鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正）

第７条 鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例（昭和39年鳥取県条例第11号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（指定管理者の管理の期間） （指定管理者の管理の期間）

第５条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間 第５条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間

は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する

年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が４ 年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が４

月１日である場合は、当該日）から５年間（鳥取県 月１日である場合は、当該日）から３年間とする。

立福原荘にあっては、３年間）とする。ただし、再 ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

指定による期間の更新を妨げない。

（鳥取県立福祉人材研修センターの設置及び管理に関する条例の一部改正）

第８条 鳥取県立福祉人材研修センターの設置及び管理に関する条例（平成13年鳥取県条例第11号）の一部を次

のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（指定管理者の管理の期間） （指定管理者の管理の期間）

第５条 指定管理者が第３条に規定する業務を行う期 第５条 指定管理者が第３条に規定する業務を行う期

間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属す 間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属す

る年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が る年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が

４月１日である場合は、当該日）から５年間とす ４月１日である場合は、当該日）から３年間とす

る。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。 る。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

（鳥取県立障害者体育センターの設置及び管理に関する条例の一部改正）

第９条 鳥取県立障害者体育センターの設置及び管理に関する条例（平成15年鳥取県条例第１号）の一部を次の

ように改正する。
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次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（指定管理者の管理の期間） （指定管理者の管理の期間）

第４条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間 第４条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間

は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する

年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が４ 年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が４

月１日である場合は、当該日）から５年間とする。 月１日である場合は、当該日）から３年間とする。

ただし、再指定による期間の更新を妨げない。 ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

（鳥取県立鳥取砂丘こどもの国の設置及び管理に関する条例の一部改正）

第10条 鳥取県立鳥取砂丘こどもの国の設置及び管理に関する条例（平成10年鳥取県条例第19号）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（指定管理者の管理の期間） （指定管理者の管理の期間）

第４条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間 第４条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間

は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する

年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が４ 年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が４

月１日である場合は、当該日）から５年間とする。 月１日である場合は、当該日）から３年間とする。

ただし、再指定による期間の更新を妨げない。 ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

（鳥取県都市公園条例の一部改正）

第11条 鳥取県都市公園条例（昭和54年鳥取県条例第31号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（指定管理者の管理の期間） （指定管理者の管理の期間）

第５条 指定管理者が第３条に規定する業務を行う期 第５条 指定管理者が第３条に規定する業務を行う期

間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属す 間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属す

る年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が る年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が

４月１日である場合は、当該日）から５年間とす ４月１日である場合は、当該日）から３年間とす

る。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。 る。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

別表第３（第14条関係） 別表第３（第14条関係）

使 用 料 使 用 料

金 額 金 額

区 分 非課税と 非課税と 区 分 非課税と 非課税と
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単 位 される公 される公 単 位 される公 される公

園施設の 園施設の 園施設の 園施設の

設置等 設置等以 設置等 設置等以

外の設置 外の設置

等 等

略 略

第７条 略 第３条 略

第１項 第１項

又は第 又は第

２項の ２項の

許可 許可

備考 略 備考 略

（鳥取県立氷ノ山自然ふれあい館の設置及び管理に関する条例の一部改正）

第12条 鳥取県立氷ノ山自然ふれあい館の設置及び管理に関する条例（平成10年鳥取県条例第25号）の一部を次

のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（指定管理者の管理の期間） （指定管理者の管理の期間）

第４条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間 第４条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間

は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する

年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が４ 年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が４

月１日である場合は、当該日）から５年間とする。 月１日である場合は、当該日）から３年間とする。

ただし、再指定による期間の更新を妨げない。 ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

（鳥取県立農村総合研修所の設置及び管理に関する条例の一部改正）

第13条 鳥取県立農村総合研修所の設置及び管理に関する条例（昭和59年鳥取県条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（指定管理者の管理の期間） （指定管理者の管理の期間）

第５条 指定管理者が第３条に規定する業務を行う期 第５条 指定管理者が第３条に規定する業務を行う期

間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属す 間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属す

る年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が る年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が

４月１日である場合は、当該日）から５年間とす ４月１日である場合は、当該日）から３年間とす

る。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。 る。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

（鳥取県立とっとり出合いの森の設置及び管理に関する条例の一部改正）
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第14条 鳥取県立とっとり出合いの森の設置及び管理に関する条例（平成11年鳥取県条例第６号）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（指定管理者の管理の期間） （指定管理者の管理の期間）

第４条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間 第４条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間

は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する

年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が４ 年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が４

月１日である場合は、当該日）から５年間とする。 月１日である場合は、当該日）から３年間とする。

ただし、再指定による期間の更新を妨げない。 ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

（鳥取県立みなとさかい交流館の設置及び管理に関する条例の一部改正）

第15条 鳥取県立みなとさかい交流館の設置及び管理に関する条例（平成９年鳥取県条例第２号）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（指定管理者の管理の期間） （指定管理者の管理の期間）

第５条 指定管理者が第３条に規定する業務を行う期 第５条 指定管理者が第３条に規定する業務を行う期

間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属す 間は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属す

る年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が る年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が

４月１日である場合は、当該日）から５年間とす ４月１日である場合は、当該日）から３年間とす

る。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。 る。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

（鳥取県立生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部改正）

第16条 鳥取県立生涯学習センターの設置及び管理に関する条例（昭和54年鳥取県条例第32号）の一部を次のよ

うに改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（指定管理者の管理の期間） （指定管理者の管理の期間）

第４条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間 第４条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間

は、同条に規定する教育委員会の指定を受けた日の は、同条に規定する教育委員会の指定を受けた日の

属する年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた 属する年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた

日が４月１日である場合は、当該日）から５年間と 日が４月１日である場合は、当該日）から３年間と

する。ただし、再指定による期間の更新を妨げな する。ただし、再指定による期間の更新を妨げな

い。 い。
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（鳥取県営社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正）

第17条 鳥取県営社会体育施設の設置及び管理に関する条例（昭和39年鳥取県条例第24号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（指定管理者の管理の期間） （指定管理者の管理の期間）

第５条 指定管理者が第３条に規定する業務を行う期 第５条 指定管理者が第３条に規定する業務を行う期

間は、同条に規定する教育委員会の指定を受けた日 間は、同条に規定する教育委員会の指定を受けた日

の属する年度の翌年度の４月１日（当該指定を受け の属する年度の翌年度の４月１日（当該指定を受け

た日が４月１日である場合は、当該日）から５年間 た日が４月１日である場合は、当該日）から３年間

とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げな とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げな

い。 い。

（鳥取県立倉吉体育文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正）

第18条 鳥取県立倉吉体育文化会館の設置及び管理に関する条例（昭和56年鳥取県条例第８号）の一部を次のよ

うに改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（指定管理者の管理の期間） （指定管理者の管理の期間）

第４条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間 第４条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間

は、同条に規定する教育委員会の指定を受けた日の は、同条に規定する知事の指定を受けた日の属する

属する年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた 年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた日が４

日が４月１日である場合は、当該日）から５年間と 月１日である場合は、当該日）から３年間とする。

する。 ただし、再指定による期間の更新を妨げな ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

い。

（鳥取県立産業体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正）

第19条 鳥取県立産業体育館の設置及び管理に関する条例（平成９年鳥取県条例第１号）の一部を次のように改

正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（指定管理者の管理の期間） （指定管理者の管理の期間）

第４条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間 第４条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間

は、同条に規定する教育委員会の指定を受けた日の は、同条に規定する教育委員会の指定を受けた日の

属する年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた 属する年度の翌年度の４月１日（当該指定を受けた

日が４月１日である場合は、当該日）から５年間と 日が４月１日である場合は、当該日）から３年間と
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する。ただし、再指定による期間の更新を妨げな する。ただし、再指定による期間の更新を妨げな

い。 い。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日前に地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づき、公の施設

の管理を行わせることとした同項に規定する指定管理者の管理の期間については、なお従前の例による。
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貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成20年３月28日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第９号

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例（昭和44年鳥取県条例第35号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。

改 正 後 改 正 前

知事は、次の表の左欄に掲げる貸付金の貸付けを受 知事は、次の表の左欄に掲げる貸付金の貸付けを受

けた者（以下「借受者」という。）が同表の中欄に掲 けた者（以下「借受者」という。）が同表の中欄に掲

げる免除の条件に適合する場合は、それぞれ同表の右 げる免除の条件に適合する場合は、それぞれ同表の右

欄に掲げる免除の範囲内においてその返還に係る債務 欄に掲げる免除の範囲内においてその返還に係る債務

を免除することができる。 を免除することができる。

免除 免除

貸付金の種類 免除の条件 の範 貸付金の種類 免除の条件 の範

囲 囲

略 略

医 県内における医師 １ 大学を卒業した 債務 医 県内における医師 １ 大学を卒業した 債務

師 の確保を図るため、 日の属する年度の の全 師 の確保を図るため、 日の属する年度の の全

養 大学（学校法人自治 翌年度の初日から 部 養 大学（学校法人自治 翌年度から起算し 部

成 医科大学を除く。以 起算して２年（災 成 医科大学を除く。以 て１年（災害、疾

確 下この項において同 害、疾病その他や 確 下この項において同 病その他やむを得

保 じ。）において医学 むを得ない理由に 保 じ。）において医学 ない理由により知

奨 を専攻する者で、将 より知事が必要と 奨 を専攻する者で、将 事が必要と認めた

学 来県内の知事が指定 認めたときは、知 学 来県内の知事が指定 ときは、知事がそ

金 する病院又は県内の 事がその都度定め 金 する病院又は県内の の都度定める期

普通地方公共団体が る期間）以内に医 普通地方公共団体が 間）以内に医師免

設立する診療所（以 師免許を取得した 設立する診療所（以 許を取得した後、

下「指定病院等」と 後、直ちに医師法 下「病院等」とい 直ちに医師法（昭

いう。）において医 （昭和23年法律第 う。）において医師 和23年法律第201

師の業務に従事しよ 201号）第16条の の業務に従事しよう 号）第16条の２第

うとするものに対し ２第１項に規定す とするものに対して １項に規定する臨

て貸し付ける資金 る臨床研修（以下 貸し付ける資金 床研修を受け、当

単に「臨床研修」 該研修を修了した

という。）を受 日から起算して医

け、当該研修を修 師養成確保奨学金

了した日から起算 （以下この項にお
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して医師養成確保 いて「奨学金」と

奨学金（以下この いう。）の貸与を

項において「奨学 受けた期間の1.5

金」という。）の 倍に相当する期間

貸与を受けた期間 （国立大学法人鳥

の1.5倍に相当す 取大学（以下「鳥

る期間（国立大学 取 大 学 」 と い

法人鳥取大学（以 う。）において医

下「鳥取大学」と 学を履修する課程

いう。）において に地域枠推薦入学

医学を履修する課 により入学した者

程に地域枠推薦入 （以下この項にお

学により入学した いて「地域枠入学

者（以下この項に 者」という。）以

おいて「地域枠入 外の者にあって

学者」という。） は、奨学金の貸与

以外の者にあって を受けた期間の２

は、奨学金の貸与 倍に相当する期間

を受けた期間の２ （当該期間が９年

倍に相当する期間 を超える場合にあ

（当該期間が９年 っては、９年）と

を超える場合にあ し、災害、疾病そ

っては、９年）と の他やむを得ない

し、災害、疾病そ 理由により知事が

の他やむを得ない 必要と認めたとき

理由により知事が は、知事がその都

必要と認めたとき 度定める期間）内

は、知事がその都 に、病院等におい

度定める期間）内 て常勤医師（当該

に、指定病院等に 病院等において定

おいて常勤医師 める医師の勤務時

（当該病院等にお 間のすべてを勤務

いて定める医師の し、かつ、１週間

勤務時間のすべて 当たり32時間以上

を勤務し、かつ、 勤務する医師をい

１週間当たり32時 う。）としての業

間以上勤務する医 務に奨学金の貸与

師をいう。）とし を受けた期間に相

ての業務に奨学金 当する期間（地域

の貸与を受けた期 枠入学者以外の者

間に相当する期間 にあっては、奨学

（地域枠入学者以 金の貸与を受けた

外の者にあって 期間の1.5倍に相

は、奨学金の貸与 当する期間（当該

を受けた期間の 期間が６年を超え
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1.5倍に相当する る場合にあって

期間（当該期間が は、６年））以上

６年を超える場合 通算して従事した

にあっては、６ とき。

年））以上通算し

て従事したとき。

略 略

３ 前号に該当する 債務 ３ 前号に該当する 債務

場合を除き、死亡 の全 場合を除き、死亡 の全

し、又は精神若し 部又 し、又は精神若し 部又

くは身体に著しい は一 くは身体に著しい は一

障害を受けたため 部 障害を受けたため 部

医師の業務に従事 医師の業務に従事

することができな することができな

くなったとき。 くなったとき。

緊 県内における医師 １ 鳥取大学を卒業 債務

急 の確保を図るため、 した日から起算し の全

医 鳥取大学において医 て２年（災害、疾 部

師 学を専攻する者（緊 病その他やむを得

確 急医師確保対策に基 ない理由により知

保 づき設置される特別 事が必要と認めた

対 の入学枠により入学 ときは、知事がそ

策 した者に限る。） の都度定める期

奨 で、将来知事が勤務 間）以内に医師国

学 を命ずる県内の病院 家試験に合格し、

金 又は県内の普通地方 当該試験に合格し

公共団体が設立する た年度の翌年度に

診療所（以下「勤務 医師として県職員

命令病院等」とい に採用され、当該

う。）において医師 採用された日から

の業務に従事しよう 起算して緊急医師

とするものに対して 確保対策奨学金

貸し付ける資金 （以下この項にお

いて「奨学金」と

いう。）の貸与を

受けた期間の1.5

倍に相当する期間

（医師として県職

員に採用された日

の属する年度の初

日から当該採用さ

れた日の前日まで

の期間（知事が必

要と認める期間に

限る。）に相当す
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る期間を控除した

期間とし、災害、

疾病その他やむを

得ない理由により

知事が必要と認め

たときは、知事が

その都度定める期

間とする。）を県

職員として、勤務

命令病院等におい

て医師の業務（医

師として県職員に

採用された日から

臨床研修を修了す

る日までの間にあ

っては、当該研

修。以下この項に

おいて同じ。）に

従事したとき。

２ 前号に規定する

業務に従事する期

間中に、業務上の

事由により死亡

し、又は業務に起

因して精神若しく

は身体に著しい障

害を受けたためそ

の業務に従事する

ことができなくな

ったとき。

３ 前号に該当する 債務

場合を除き、死亡 の全

し、又は精神若し 部又

くは身体に著しい は一

障害を受けたため 部

医師の業務に従事

することができな

くなったとき。

略 略

備考 略 備考 略

附 則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。ただし、本則の表医師養成確保奨学金の項の改正は、公布の日

から施行する。
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鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成20年３月28日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第10号

鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例

鳥取県手数料徴収条例（平成12年鳥取県条例第37号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という。）に対応する同表の改正後の欄

中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動後号」という。）が存在する場合には、当該移動号を当該移動後号

とし、移動後号に対応する移動号が存在しない場合には、当該移動後号（以下「追加号」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示を除く。以下「改正部分」という。）を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（号の表示及び追加号を除く。）に改める。

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（手数料の徴収） （手数料の徴収）

第２条 次の各号に掲げる事務については、当該各号 第２条 次の各号に掲げる事務については、当該各号

に定める額の手数料を徴収する。 に定める額の手数料を徴収する。

(１)～(13の２) 略 (１)～(13の２) 略

(13の３) 介護保険法第115条の29第２項の規定に基 (13の３) 介護保険法第115条の29第２項の規定に基

づく介護サービス情報の調査 次の表の左欄に掲 づく介護サービス情報の調査 １件につき45,000

げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額 円

１ 介護保険法第８条第１項に規 １件につき

定する居宅サービス（特定施設 41,900円

入居者生活介護に限る。）及び

同条第23項に規定する施設サー

ビス

２ １に掲げるサービス以外のサ １件につき

ービス 35,600円

(13の４)～(55) 略 (13の４)～(55) 略

(55の２) 薬事法第36条の４第１項の規定に基づく

一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする

者がそれに必要な資質を有することを確認するた

めの試験の実施 １件につき14,000円

(55の３) 薬事法第36条の４第２項の規定に基づく

医薬品の販売又は授与に従事する者の登録

１件につき7,100円

(55の４) 略 (55の２) 略

(55の５) 略 (55の３) 略

(55の６) 略 (55の４) 略

(55の７) 略 (55の５) 略

(56)及び(57) 略 (56)及び(57) 略
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(57の２) 薬事法施行令第80条の規定により処理す (57の２) 薬事法施行令第80条の規定により処理す

ることとされている薬事法第13条第６項の規定に ることとされている薬事法第13条第５項の規定に

基づく医薬品等の製造業の許可の区分の変更又は 基づく医薬品等の製造業の許可の区分の変更又は

追加の許可 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、 追加の許可 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に定める額 それぞれ同表の右欄に定める額

略 略

(58)～(66) 略 (58)～(66) 略

(66の２) 薬事法施行規則第159条の７第２項第１号

に規定する登録販売者試験に合格したことを証す

る書類（薬事法施行規則の一部を改正する省令

（平成20年厚生労働省令第９号）附則第３条の規

定が適用される場合にあっては、薬事法第28条第

１項の許可を受けていることを証する書類）の交

付（薬事法施行規則第159条の６の規定による通知

と併せて行う当該書類の交付を除く。） １件に

つき650円

(66の３) 薬事法施行規則第159条の11第１項の規定

に基づく販売従事登録証の書換え交付 １件につ

き2,000円

(66の４) 薬事法施行規則第159条の12第１項の規定

に基づく販売従事登録証の再交付 １件につき

2,900円

(66の５) 略 (66の２) 略

(67)～(326) 略 (67)～(326) 略

２ 略 ２ 略

附 則

この条例は、平成20年４月１日から施行する。ただし、第２条第１項第57号の２の改正は、公布の日から施行

する。
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鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成20年３月28日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第11号

鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成11年鳥取県条例第35号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事務 市町村等 事務 市町村等

略 略

28 鳥獣の保護及び狩猟の適正化 鳥取市、岩美 28 鳥獣の保護及び狩猟の適正化 鳥取市、倉吉

に関する法律に基づく事務のう 郡岩美町、八 に関する法律に基づく事務のう 市、八頭郡の

ち、次に掲げるもの 頭郡の町、東 ち、次に掲げるもの 町並びに東伯

(１)～(18) 略 伯郡三朝町及 (１)～(18) 略 郡琴浦町及び

び日野郡日南 北栄町

町

29 鳥獣の保護及び狩猟の適正化 鳥取市、岩美 29 鳥獣の保護及び狩猟の適正化 鳥取市、倉吉

に関する法律施行規則に基づく 郡岩美町、八 に関する法律施行規則に基づく 市、八頭郡の

事務のうち、28の項に規定する 頭郡の町、東 事務のうち、28の項に規定する 町並びに東伯

事務に係る事務で27の項(１)か 伯郡三朝町及 事務に係る事務で27の項(１)か 郡琴浦町及び

ら(６)までに掲げるもの び日野郡日南 ら(６)までに掲げるもの 北栄町

町

略 略

47 租税特別措置法の施行のため 各町村 47 租税特別措置法の施行のため 倉吉市及び各

の規則に基づく事務のうち、別 の規則に基づく事務のうち、別 町村

に規則で定めるもの に規則で定めるもの

48 租税特別措置法の施行のため 境港市及び各 48 租税特別措置法の施行のため 倉吉市、境港

の規則に基づく事務のうち、別 町村 の規則に基づく事務のうち、別 市及び各町村

に規則で定めるもの に規則で定めるもの

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にされた申請等に対する改正後の鳥取県知事の権限に属

する事務の処理の特例に関する条例（以下「新条例」という。）別表28の項及び29の項に掲げる許可等の処分
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その他の行為（以下「移譲事務」という。）については、なお従前の例による。

３ 施行日前に知事又はその委任を受けた者が行った移譲事務は、新条例第２条の規定により事務を処理する町

の行った移譲事務とみなす。前項の規定により知事又はその委任を受けた者が行う移譲事務についても、同様

とする。
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鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

平成20年３月28日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第12号

鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例等の一部を改正する条例

（鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例の一部改正）

第１条 鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例（昭和45年鳥取県条例第12号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該

改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を

加える。

改 正 後 改 正 前

（定義） （定義）

第２条 この条例において「心身障害者」とは、次の 第２条 この条例において「心身障害者」とは、次の

各号のいずれかに該当する者であって、将来独立し 各号の一に該当する者であって、将来独立して生計

て生計を営むことが困難であると認められるものを を営むことが困難であると認められるものをいう。

いう。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

２ この条例において「保護者」とは、次の各号のい ２ この条例において「保護者」とは、次の各号の一

ずれかに該当する者であって、現に心身障害者を扶 に該当する者であって、現に心身障害者を扶養して

養しているものをいう。 いるものをいう。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

３ この条例において「重度障害」とは、次の各号の ３ この条例において「重度障害」とは、次の各号の

いずれかに該当する身体障害の状態をいう。ただ 一に該当する身体障害の状態をいう。ただし、規則

し、規則で定める身体障害の状態を除く。 で定める身体障害の状態を除く。

(１)～(９) 略 (１)～(９) 略

４ 略 ４ 略

（加入資格） （加入資格）

第３条 共済制度に加入することができる者は、心身 第３条 共済制度に加入することができる者は、心身

障害者の保護者であって、加入時において次に掲げ 障害者の保護者であって、加入時において次の各号

る要件に該当するものとする。 に掲げる要件に該当するものとする。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 特別の疾病又は障害を有せず、心身障害者扶 (３) 心身障害者扶養保険契約の被保険者となるこ

養保険契約の対象となることができる者であるこ とができる者であること。

と。

２ 次に掲げる要件に該当する者は、前項の規定にか ２ 次の各号に掲げる要件に該当する者は、前項の規

かわらず、共済制度に加入することができる。 定にかかわらず、共済制度に加入することができ

る。
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(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

（加入） （加入）

第４条 略 第４条 略

２ 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除 ２ 知事は、次の各号の一に該当する場合を除くほ

くほか、前項の加入の承認をしなければならない。 か、前項の加入の承認をしなければならない。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

（口数の追加） （口数の追加）

第４条の３ 略 第４条の３ 略

２ 知事は、前項の規定による申込みがあった場合に ２ 知事は、前項の規定による申込みがあった場合に

おいて、次の各号のいずれかに該当する場合を除く おいて、次の各号の一に該当する場合を除くほか、

ほか、口数追加の承認をしなければならない。 口数追加の承認をしなければならない。

(１) 口数追加の申込者が、口数追加時において特 (１) 口数追加の申込者が、口数追加時において心

別の疾病又は障害を有するため心身障害者扶養保 身障害者扶養保険契約の被保険者となることがで

険契約の対象となることができない者であると きない者であるとき。

き。

(２) 略 (２) 略

３ 略 ３ 略

（年金の支給停止） （年金の支給停止）

第10条 年金受給権者が次の各号のいずれかに該当す 第10条 年金受給権者が次の各号の一に該当する場合

るときは、その該当する期間年金の支給を停止す は、その該当する期間年金の支給を停止する。

る。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

（弔慰金の給付） （弔慰金の給付）

第14条 略 第14条 略

２ 前項の弔慰金の額は、加入期間に応じ、次に掲げ ２ 前項の弔慰金の額は、加入期間に応じ、次に掲げ

る額とする。 る額とする。

(１) 加入期間が１年以上５年未満のとき ５万円 (１) 加入期間が１年以上５年未満のとき ２万円

(２) 加入期間が５年以上20年未満のとき 12万 (２) 加入期間が５年以上20年未満のとき ５万円

5,000円

(３) 加入期間が20年以上のとき 25万円 (３) 加入期間が20年以上のとき 10万円

３ 第１項の加入者（第17条第１項第２号ただし書の ３ 第１項の加入者（第17条第１項第２号ただし書の

規定に該当する加入者を除く。）が口数追加加入者 規定に該当する加入者を除く。）が口数追加加入者

であるときは、前項の額に、その死亡の日まで継続 であるときは、前項の額に、その死亡の日まで継続

する口数追加加入者であった期間（以下この項にお する口数追加加入者であった期間（以下この項にお

いて「口数追加期間」という。）に応じ、次に掲げ いて「口数追加期間」という。）に応じ、次に掲げ

る額を加算する。ただし、口数追加期間が１年に満 る額を加算する。ただし、口数追加期間が１年に満

たないときは、この限りでない。 たないときは、この限りでない。

(１) 口数追加期間が１年以上５年未満のとき ５ (１) 口数追加期間が１年以上５年未満のとき ２

万円 万円

(２) 口数追加期間が５年以上20年未満のとき 12 (２) 口数追加期間が５年以上20年未満のとき ５

万5,000円 万円
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(３) 口数追加期間が20年以上のとき 25万円 (３) 口数追加期間が20年以上のとき 10万円

４ 略 ４ 略

（脱退一時金の給付） （脱退一時金の給付）

第14条の２ 加入者が、次の各号のいずれかに該当す 第14条の２ 加入者が、次の各号の一に該当するとき

るときは、規則で定めるところにより、当該加入者 は、規則で定めるところにより、当該加入者に脱退

に脱退一時金を給付する。ただし、加入者であった 一時金を給付する。ただし、加入者であった期間

期間（口数追加にあっては、口数追加加入者であっ （口数追加にあっては、口数追加加入者であった期

た期間）が５年に満たないとき、又は加入者が転出 間）が５年に満たないとき、又は加入者が転出（新

（新たに県外に住所を有することとなったことをい たに県外に住所を有することとなったことをいう。

う。以下同じ。）したことに伴い、転出後の住所を 以下同じ。）したことに伴い、転出後の住所を管轄

管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共 する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制

済制度の加入者となったときは、この限りでない。 度の加入者となったときは、この限りでない。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

２ 脱退一時金の額は、前項第１号に掲げる場合にあ ２ 脱退一時金の額は、前項第１号に掲げる場合にあ

っては、加入者であった期間（以下この項及び第４ っては、加入者であった期間（以下この項及び第４

項において「加入期間」という。）に応じ、それぞ 項において「加入期間」という。）に応じ、それぞ

れ次に掲げる額とする。 れ次の各号に掲げる額とする。

(１) 加入期間が５年以上10年未満のとき ７万 (１) 加入期間が５年以上10年未満のとき ３万円

5,000円

(２) 加入期間が10年以上20年未満のとき 12万 (２) 加入期間が10年以上20年未満のとき ５万円

5,000円

(３) 加入期間が20年以上のとき 25万円 (３) 加入期間が20年以上のとき 10万円

３ 口数追加加入者については、前項の額に、脱退し ３ 口数追加加入者については、前項の額に、脱退し

た日まで継続する口数追加加入者であった期間（以 た日まで継続する口数追加加入者であった期間（以

下この項及び次項において「口数追加期間」とい 下この項及び次項において「口数追加期間」とい

う。）に応じ、それぞれ次に掲げる額を加算する。 う。)に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額を加算

する。

(１) 口数追加期間が５年以上10年未満のとき ７ (１) 口数追加期間が５年以上10年未満のとき ３

万5,000円 万円

(２) 口数追加期間が10年以上20年未満のとき 12 (２) 口数追加期間が10年以上20年未満のとき ５

万5,000円 万円

(３) 口数追加期間が20年以上のとき 25万円 (３) 口数追加期間が20年以上のとき 10万円

４ 第１項第２号に掲げる場合にあっては、脱退一時 ４ 第１項第２号に掲げる場合にあっては、脱退一時

金の額は、口数を減少した日まで継続する加入期間 金の額は、口数を減少した日まで継続する加入期間

又は口数追加期間に応じ、それぞれ次に掲げる額と 又は口数追加期間に応じ、それぞれ次の各号に掲げ

する。 る額とする。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

５ 略 ５ 略

（地位の喪失等） （地位の喪失等）

第17条 加入者は、次の各号のいずれかに該当すると 第17条 加入者は、次の各号の一に該当する場合は、

きは、その事実の生じた日の属する月の翌月から加 その事実の生じた日の属する月の翌月から加入者と

入者としての地位を失う。 しての地位を失う。

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略
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２ 口数追加加入者は、次の各号のいずれかに該当す ２ 口数追加加入者は、次の各号の一に該当する場合

るときは、その事実の生じた日の属する月の翌月か は、その事実の生じた日の属する月の翌月から口数

ら口数追加加入者としての地位を失う。 追加加入者としての地位を失う。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

３ 略 ３ 略

（届出義務等） （届出義務等）

第18条 加入者は、次の各号のいずれかに該当すると 第18条 加入者は、次の各号の一に該当する場合は、

きは、規則で定めるところにより、速やかにその旨 規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事

を知事に届け出なければならない。 に届け出なければならない。

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略

２ 年金受給権者は、氏名又は住所を変更したとき ２ 年金受給権者は、氏名又は住所を変更したとき

は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を は、規則で定めるところにより、すみやかにその旨

知事に届け出なければならない。 を知事に届け出なければならない。

３ 年金管理者は、次の各号のいずれかに該当すると ３ 年金管理者は、次の各号の一に該当する場合は、

きは、規則で定めるところにより、速やかにその旨 規則で定めるところにより、すみやかにその旨を知

を知事に届け出なければならない。 事に届け出なければならない。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

(３) 年金受給権者に第10条各号のいずれかに該当 (３) 年金受給権者に第10条各号の一に該当する事

する事実が発生し、又は消滅したとき。 実が発生し、又は消滅したとき。

４ 年金受給権者又は年金受給権者に代わって現に年 ４ 年金受給権者又は現に年金を受領し、及び管理し

金を受領し、及び管理している年金管理者は、規則 ている年金管理者は、規則で定めるところにより、

で定めるところにより、年金受給権者の現況を知事 年金受給権者の現況を知事に報告しなければならな

に報告しなければならない。 い。

別表（第５条関係） 別表（第５条関係）

加入者又は口数追加加入者 掛金（月額） 加入者又は口数追加加入者 掛金（月額）

となったときの年齢区分 となったときの年齢区分

35歳未満の者 9,300円 35歳未満の者 3,500円

35歳以上40歳未満の者 11,400円 35歳以上40歳未満の者 4,500円

40歳以上45歳未満の者 14,300円 40歳以上45歳未満の者 6,000円

45歳以上50歳未満の者 17,300円 45歳以上50歳未満の者 7,400円

50歳以上55歳未満の者 18,800円 50歳以上55歳未満の者 8,900円

55歳以上60歳未満の者 20,700円 55歳以上60歳未満の者 10,800円

60歳以上65歳未満の者 23,300円 60歳以上65歳未満の者 13,300円

（鳥取県住民基本台帳法施行条例の一部改正）

第２条 鳥取県住民基本台帳法施行条例（平成14年鳥取県条例第42号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（本人確認情報を利用することができる事務） （本人確認情報を利用することができる事務）

第２条 法第30条の８第１項第２号に規定する条例で 第２条 法第30条の８第１項第２号に規定する条例で
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定める事務は、次に掲げるものとする。 定める事務は、次に掲げるものとする。

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略

(６) 鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例 (６) 鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例

（昭和45年鳥取県条例第12号）による同条例第４ （昭和45年鳥取県条例第12号）による同条例第４

条第１項の承認、同条例第14条の２第１項の脱退 条第１項の承認又は同条例第14条の２第１項の脱

一時金の給付、同条例第18条第３項（第２号の場 退一時金の給付に関する事務であって規則で定め

合に限る。）の届出又は同条第４項の現況の報告 るもの

に関する事務であって規則で定めるもの

(７)～(９) 略 (７)～(９) 略

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日から引き続き鳥取県心身障害者扶養共済制度に関す

る条例（以下「共済条例」という。）第２条第４項に規定する心身障害者扶養共済制度（以下「扶養共済制

度」という。）に加入している者（以下「改正前加入者」という。）について第１条の規定による改正後の共

済条例（以下「新条例」という。）並びに附則別表第１及び附則別表第２の規定を適用する場合においては、

次の表の第１欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第２欄に掲げる規定中同表の第３欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の第４欄に掲げる字句とする。

１ 昭和54年10月１日以後に加入 第５条第１項 加入者（第17条第１項第２ 昭和54年10月１日以後に

した者であって、加入者となっ 号ただし書の規定に該当す 加入した者（第17条第１

たときの年齢が45歳以上であっ る加入者を除く。）は、加 項第２号ただし書の規定

た者及び昭和61年４月１日以後 入の承認を受けた日の属す に該当する加入者を除

に加入した者であって、加入者 る月から、規則で定めると く。）は、規則で定める

となったときの年齢が45歳未満 ころにより、加入時の ところにより、その加入

であった者 したときの

別表 附則別表第１

２ 施行日の前日までの間の口数 第５条第２項 別表 附則別表第１

追加加入者（共済条例第５条第 附則別表第１ 加入時における 口数追加加入者となった

２項に規定する口数追加加入者 ときの

をいう。以下同じ。）

３ 前２号に掲げる者以外の者 第５条第１項 加入の承認を受けた日の属 規則の定めるところによ

する月から、規則で定める り、昭和61年４月１日に

ところにより、加入時の おける

別表 附則別表第２

20年 25年

３ 改正前加入者については、新条例第14条第２項及び第３項の規定にかかわらず、次に定めるところにより弔

慰金を支給する。

(１) 共済条例第14条第２項に掲げる弔慰金の額

ア 加入期間（共済条例第14条第１項に規定する加入期間をいう。以下同じ。）が１年以上５年未満のとき

３万円

イ 加入期間が５年以上20年未満のとき ７万5,000円

ウ 加入期間が20年以上のとき 15万円

(２) 共済条例第14条第３項に掲げる弔慰金の加算額
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ア 口数追加期間（共済条例第14条第３項に規定する口数追加期間をいう。以下同じ。）が１年以上５年未

満のとき ３万円

イ 口数追加期間が５年以上20年未満のとき ７万5,000円

ウ 口数追加期間が20年以上のとき 15万円

４ 改正前加入者については、新条例第14条の２第２項及び第３項の規定にかかわらず、次に定めるところによ

り脱退一時金を支給する。

(１) 共済条例第14条の２第２項に掲げる脱退一時金の額

ア 加入期間が５年以上10年未満のとき ４万5,000円

イ 加入期間が10年以上20年未満のとき ７万5,000円

ウ 加入期間が20年以上のとき 15万円

(２) 共済条例第14条の２第３項に掲げる脱退一時金の加算額

ア 口数追加期間が５年以上10年未満のとき ４万5,000円

イ 口数追加期間が10年以上20年未満のとき ７万5,000円

ウ 口数追加期間が20年以上のとき 15万円

５ この条例の施行前の心身障害者の死亡に係る弔慰金並びに加入者の申出及び口数の減少に係る脱退一時金の

額については、なお従前の例による。

附則別表第１（附則第２項関係）

加入時における年齢区分 掛金（月額）

35歳未満の者 5,600円

35歳以上40歳未満の者 6,900円

40歳以上45歳未満の者 8,700円

45歳以上50歳未満の者 10,600円

50歳以上55歳未満の者 11,600円

55歳以上60歳未満の者 12,800円

60歳以上65歳未満の者 14,500円

附則別表第２（附則第２項関係）

昭和61年４月１日現在における年齢 掛金（月額）

区分

35歳未満の者 5,600円

35歳以上40歳未満の者 6,900円

40歳以上45歳未満の者 8,700円

45歳以上の者 10,600円
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鳥取県特別医療費助成条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成20年３月28日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第13号

鳥取県特別医療費助成条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

鳥取県特別医療費助成条例の一部を改正する条例（平成19年鳥取県条例第74号）の一部を次のように改正す

る。

改正文の第１段落中「、号及び別表の細目」を「及び号」に、「次の表の改正後」を「同表の改正後」に改め

る。

改正文の第２段落の次に次の改正文を加える。

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。

鳥取県特別医療費助成条例（昭和48年鳥取県条例第27号）別表の改正規定を次のように改める。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

(１) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号） (１) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）

第15条第４項の規定により交付を受けた身体障害 第15条第４項の規定により交付を受けた身体障害

者手帳に身体上の障害の程度が１級又は２級であ 者手帳に身体上の障害の程度が１級又は２級であ

る者として記載されている者であって、前年の所 る者として記載されている者

得（当該医療を受ける日の属する月が１月から６

月までの場合にあっては、前々年の所得。以下同

じ。）の額（規則で定める者にあっては、当該所

得の額から規則で定める額を控除した額。以下同

じ。）が、その者の所得税法（昭和40年法律第33

号）に規定する控除対象配偶者及び扶養親族（以

下「扶養親族等」という。）の有無及び数に応じ

て、次の表に定める基準額に満たないもの

扶養親族等の数等 基準額

扶養親族等がない 1,595,000円

とき

扶養親族等の数が 1,975,000円

１人のとき

扶養親族等の数が 2,355,000円

２人のとき

扶養親族等の数が 2,355,000円に扶養親族等の

３人以上のとき うち２人を除いた扶養親族

等１人につき380,000円を加

算した額

(２) 児童相談所又は知的障害者更生相談所により (２) 児童相談所又は知的障害者更生相談所により

重度の知的障害者と判定された者であって、前年 重度の知的障害者と判定された者

の所得の額が、その者の扶養親族等の有無及び数

平成20年３月28日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第26号
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に応じて、前号の表に定める基準額に満たないも

の

(３) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (３) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和25年法律第123号）第45条第２項の規定に （昭和25年法律第123号）第45条第２項の規定に

より交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に精神 より交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に精神

障害の程度が１級である者として記載されている 障害の程度が１級である者として記載されている

者であって、前年の所得の額が、その者の扶養親 者

族等の有無及び数に応じて、第１号の表に定める

基準額に満たないもの

(４) 略 (４) 略

(５) 母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129 (５) 母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129

号）第６条第１項に規定する配偶者のない女子並 号）第６条第１項に規定する配偶者のない女子並

びに同項及び母子及び寡婦福祉法施行令（昭和39 びに同項及び母子及び寡婦福祉法施行令（昭和39

年政令第224号）第１条中「女子」とあるのは 年政令第224号）第１条中「女子」とあるのは

「男子」と、同条第２号中「母」とあるのは 「男子」と、同条第２号中「母」とあるのは

「父」と読み替えた場合における同法第６条第１ 「父」と読み替えた場合における同項に規定する

項に規定する配偶者のない男子で現に児童（18歳 配偶者のない男子で現に児童（18歳に達する日以

に達する日以後の最初の３月31日までの間にある 後の最初の３月31日までの間にある者をいう。以

者をいう。以下同じ。）を扶養しているもののう 下同じ。）を扶養しているもののうち規則で定め

ち前年の所得について、所得税法その他の所得税 るもの並びにこれらの者が扶養している児童

に関する法令の規定により所得税が課されていな

いもの並びにこれらの者が扶養している児童

(６) 小学校就学の始期に達するまでの間にある者 (６) 小学校就学の始期に達するまでの間にある者

（５歳以上の者にあっては、病院等に入院してい

る者に限る。）

附則第３項中「別表第１号ア」を「別表第１号」に改め、「前々年の所得」の次に「。以下同じ。」を、「平

成18年の所得」」の次に「と、同表第２号及び第３号中「前年の所得」とあるのは「平成18年の所得」」を加え

る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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鳥取県国民健康保険財政調整交付金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成20年３月28日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第14号

鳥取県国民健康保険財政調整交付金条例の一部を改正する条例

鳥取県国民健康保険財政調整交付金条例（平成17年鳥取県条例第66号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「追加条」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（追加条を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正

後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応

する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（趣旨） （目的）

第１条 この条例は、国民健康保険法（昭和33年法律 第１条 この条例は、国民健康保険法（昭和33年法律

第192号。以下「法」という。）第72条の２第１項 第192号。以下「法」という。）第72条の２第１項

の規定に基づき、市町村が行う国民健康保険の財政 の規定に基づき、市町村が行う国民健康保険の財政

を調整するための調整交付金（以下「調整交付金」 を調整するための調整交付金（以下「調整交付金」

という。）の交付に関し必要な事項を定めるものと という。）の交付に関し必要な事項を定めることを

する。 目的とする。

（定義）

第１条の２ この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。

(１) 普通調整交付金 国民健康保険の国庫負担金

等の算定に関する政令（昭和34年政令第41号。以

下「政令」という。）第４条の２第１項第１号に

掲げる事項を勘案して交付する調整交付金をい

う。

(２) 特別調整交付金 政令第４条の２第１項第２

号に掲げる事項を勘案して交付する調整交付金を

いう。

２ 前項に定めるもののほか、この条例において使用

する用語の意義は、法及び政令で使用する用語の例

による。

（調整交付金の種類） （調整交付金の種類）

第３条 調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整 第３条 調整交付金は、普通調整交付金（国民健康保

交付金とする。 険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の

算定等に関する政令（昭和34年政令第41号。以下
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「政令」という。）第４条の２第１項第１号に掲げ

る事項を勘案して交付する調整交付金をいう。以下

同じ。）及び特別調整交付金（同項第２号に掲げる

事項を勘案して交付する調整交付金をいう。以下同

じ。）とする。

２ 普通調整交付金は、次に掲げるものの市町村間に ２ 普通調整交付金は、次に掲げるものの市町村間に

おける格差を勘案して、各市町村に対し、知事（地 おける格差を勘案して、各市町村に対し、知事（地

方自治法（昭和22年法律第67号）第153条第１項の 方自治法（昭和22年法律第67号）第153条第１項の

規定により知事の権限に属する事務が委任されてい 規定により知事の権限に属する事務が委任されてい

る場合にあっては、当該委任を受けた鳥取県行政組 る場合にあっては、当該委任を受けた鳥取県行政組

織条例（平成６年鳥取県条例第５号）第13条第２項 織条例（平成６年鳥取県条例第５号）第13条第２項

に規定する福祉保健部長。以下同じ。）が調整交付 に規定する福祉保健部長。以下同じ。）が調整交付

金交付要綱で定めるところにより算出した額を交付 金交付要綱で別に定めるところにより交付する。

する。

(１) 被保険者に係る所得及び被保険者の数並びに (１) 一般被保険者（政令第２条第１項第１号に規

介護保険第２号被保険者に係る所得及び当該被保 定する一般被保険者をいう。以下同じ。）に係る

険者の数 所得及び当該被保険者の数並びに介護保険第２号

被保険者（政令第１条第１項に規定する介護保険

第２号被保険者をいう。）に係る所得及び当該被

保険者の数

(２) アに掲げる合算額及びイに掲げる額の合算額 (２) 次に掲げる額の合算額

ア 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額 ア 一般被保険者に係る療養の給付（法第36条第

から当該給付に係る一部負担金に相当する額を １項に規定する療養の給付をいう。）に要する

控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療 費用の額から当該給付に係る一部負担金（法第

養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療 42条第１項に規定する一部負担金をいう。）に

養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高 相当する額を控除した額、入院時食事療養費

額介護合算療養費の支給に要する費用の額、前 （法第52条第１項に規定する入院時食事療養費

期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転 をいう。）、入院時生活療養費（法第52条の２

換支援金の納付に要する費用の額（前期高齢者 第１項に規定する入院時生活療養費をい

交付金がある場合には、これを控除した額）並 う。）、保険外併用療養費（法第53条第１項に

びにその他の国民健康保険事業に要する費用の 規定する保険外併用療養費をいう。）、特定療

額の合算額 養費（健康保険法等の一部を改正する法律（平

成18年法律第83号）第11条の規定による改正前

の法第53条第１項に規定する特定療養費をい

う。）、療養費（法第54条第１項及び第２項に

規定する療養費をいう。）、訪問看護療養費

（法第54条の２第１項に規定する訪問看護療養

費をいう。）、特別療養費（法第54条の３第１

項に規定する特別療養費をいう。）、移送費

（法第54条の４第１項に規定する移送費をい

う。）及び高額療養費（法第57条の２第１項に

規定する高額療養費をいう。）の支給に要する

費用の額、老人保健医療費拠出金（政令第２条

第１項第２号に規定する老人保健医療費拠出金

をいう。）の納付に要する費用の額から退職被
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保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出

金相当額（同号に規定する退職被保険者等に係

る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額をい

う。）を控除した額並びにその他の国民健康保

険事業に要する費用の額の合算額

イ 介護納付金の納付に要する費用の額 イ 介護納付金（政令第１条第１項に規定する介

護納付金をいう。）の納付に要する費用の額

３ 特別調整交付金は、国民健康保険事業の運営の安 ３ 特別調整交付金は、国民健康保険事業の運営の安

定化に資する事業を実施し、又はその他国民健康保 定化に資する事業を実施し、又はその他国民健康保

険の財政に影響を与える特別な事情がある市町村に 険の財政に影響を与える特別な事情がある市町村に

対し、知事が調整交付金交付要綱で定めるところに 対し、知事が調整交付金交付要綱で別に定めるとこ

より交付する。 ろにより交付する。

４～６ 略 ４～６ 略

（委任） （委任）

第４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施 第４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施

行に関し必要な事項は、知事が調整交付金交付要綱 行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

で定める。

附 則 附 則

（施行期日） （施行期日）

第１条 略 第１条 略

（経過措置） （経過措置）

第２条～第５条 略 第２条～第５条 略

第６条 健康保険法等の一部を改正する法律（平成18

年法律第83号）第11条の規定による改正前の法第53

条第１項に規定する特定療養費を支給した市町村に

おける第３条の規定の適用については、同条第２項

第２号ア中「保険外併用療養費」とあるのは、「保

険外併用療養費、特定療養費（健康保険法等の一部

を改正する法律（平成18年法律第83号）第11条の規

定による改正前の法第53条第１項に規定する特定療

養費をいう。）」とする。

第７条 退職被保険者等所属市町村における第３条の

規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定

中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。

第３条第２ 被保険者に係る所 一般被保険者に係

項第１号 得及び被保険者 る所得及び一般被

保険者

第３条第２ 被保険者 一般被保険者

項第２号ア 納付に要する費用 納付に要する費用

の額 の額から、調整対

象基準額、後期高

齢者支援金及び病
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床転換支援金の額

の合算額に退職被

保険者等所属割合

を乗じて得た額を

控除した額

附 則

この条例は、平成20年４月１日から施行する。

平成20年３月28日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第26号


	表紙.pdf
	本体.pdf

